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地域で暮らす⼈には、年齢、性別、出⾝地、国籍、⼈種、⽂化など、様々な違い
があります。そういった違いから、とまどいや不安を感じる⼈がいます。 

品川区は、近年、⽣活のしやすさ、⼦育てのしやすさなどから、⼦育て世代の転
入も多く、また、国際化の進展により、外国⼈居住者も増加しており、区全体の⼈
口も増加しています。 

⼀⼈ひとりが、周りの⼈や地域に関⼼を持ち、お互いに理解を深めることが地域
福祉の最初の⼀歩となります。そこから、地域のつながりが⽣まれ、自分のできる
範囲で周りの⼈の困りごとを「我が事」と感じて、関わっていくことで地域が活性
化していきます。 
 
■気づきのイメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

背景とねらい 

施策の柱１．気づく心とつなげる気持ちをはぐくむ 
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・様々な偏⾒や差別の解消のための相互理解の機会を充実させる。 

・⽇常の近隣のつながりにより、地域において孤⽴している⼈・家庭を少なくする。 

・まちなかで、あいさつや困っている⼈への声かけがあたりまえになる地域をつくる。 
 

 

 
 

 

・区⺠や事業者が地域福祉を学べる機会を提供します。 

・ゆるやかに⾒守り合う地域となるよう支援します。 

  

新しく転居されてきた 
近隣の⽅と関係を築くのが 

難しいです。 

⼈と関わるのが 
苦手な⼈がいることも 

 わかってほしいです。 

計画期間中の区の目標 

近所の高齢者の⽅が 
登下校中の⼦どもたちにいつも 
あいさつをしてくれて安⼼して 

暮らせています。 

地域の課題 

区民・関係者の声 
アンケートや懇談会等でいただいた 
ご意見から一部抜粋させていただきました。 

まちなかで「何か 
手伝えることはありますか︖」 

と声をかけてもらえると 
うれしいです。 
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地域福祉を推進していく上で、まずは、地域に目を向け、周りの⼈に関⼼を持つこと
が⼤切です。相手の⽴場や状況を理解し、お互いの個性を認め合い、偏⾒や差別がなく
なるよう、取り組みを進めていきます。 
 

＜施策の展開＞ 

１）多様性を認め合う意識づくり 

様々な⼈が暮らす地域において、自分の価値観で思い込んだり、気持ちを押し付け
ることなく、⼀⼈ひとりがそれぞれの個性を認め合うことは、偏⾒や差別をなくすこ
とへの重要なポイントです。高齢者や障害者、性的（セクシュアル）マイノリティ＊

等を特別視することなく、多様な⼈たちが社会の中で普通の⽣活が送れるように、互
いに支え合って⽣きる社会をめざし、区は様々な形で意識の普及啓発を⾏います。 

＊性的マイノリティとは …「⾝体の性と性自認（性の自⼰認識、⼼の性）が⼀致し、性的指向（好き
になる相手の性別）が異性」というパターンにあてはまらない⼈のこと。 

 

■ ダイバーシティとインクルージョンの推進 

誰もが互いに認め合う社会を具体化するためには、多くの⼈がダイバーシティ＊

とインクルージョン＊の意識を持つことが必要です。ダイバーシティとインクルー
ジョンの実現は、あらゆる⼈を地域社会に迎え入れ、その能⼒と個性が発揮され、
やりがいを感じられることにつながります。 

区では、こうした考え⽅に対する理解を促進するため、講座や講演会を開催す
るほか、広報紙やホームページ、パンフレットなど様々な媒体を活用して、広く
区⺠へ周知を図っていきます。 

＊ダイバーシティとは … 「多様性」や「⼀⼈ひとりの違い」という意味で、年齢、⼈種や国籍、⼼⾝
機能、性別、性的指向、性自認、宗教・信条や価値観だけでなく、キャリ
アや経験、働き⽅、企業⽂化、ライフスタイルなど多岐にわたる。 

 
＊インクルージョンとは …「包括・包含」や「受け入れる・活かす」という意味を持ち、自分と違う

こと（属性、意⾒、価値観など）を理由に排除するのではなく、共存、受
け入れること。  

施策の方向性と展開 

方向性（１） 相互理解の促進 

【具体策】
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２）障害者等への配慮の深化  重点 

区⺠アンケート調査の結果から、現状では、「障害のある⼈に対する差別がある」
と感じる区⺠が少なくないことが明らかとなっています。すべての⼈が⼈権や尊厳を
尊重し合えるよう、障害者をはじめ、高齢者や外国⼈等への理解を促進し、偏⾒や差
別のない社会をめざしていきます。 

相手を思いやり、支え合うという気持ちは、様々な体験をとおして培われるため、
⼦どもの頃から⼈権や福祉について学ぶ機会を充実させていきます。 

 
 

■ 障害者差別解消法の普及啓発 

障害者差別解消法では、国や地⽅自治体、会社や
お店などの事業者に対して、「不当な差別的取扱い」
を禁⽌し、「合理的配慮の提供」を求めることにより、
障害のある⼈もない⼈も、共に暮らせる社会の実現
をめざしています。また、国⺠に対しても、障害を
理由とする差別の解消の推進に寄与することが求め
られています。 

区では、区⺠⼀⼈ひとりが、障害および障害者へ
の理解を深め、障害者への配慮や気配りができるよ
うに、品川区障害者差別解消法ハンドブックを作成
しています。今後も、国や都の刊⾏物とあわせて広
報紙やホームページを活用し、効果的に普及啓発を
図っていきます。 

 

■ ユニバーサルデザインやおたがいさま運動の普及啓発 

区では、ユニバーサルデザインの考え⽅などを基
にした「おたがいさま運動」を推進しています。こ
の運動は、困っている⼈がいたら助ける、困ったと
きには「助けて」と言える、支え合いのまちづくり
を進めるものです。ユニバーサルデザインやおたが
いさま運動を周知し、理解促進を図るために、引き
続き、区⺠、区⽴学校児童などを対象にした研修を
さらに充実させていきます。 

 

 

品川区障害者 

差別解消法ハンドブック 

【具体策】

おたがいさま運動 

学習会の様子 
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⽇常⽣活において、周囲の⼈に関⼼を持つことで、ほかの⼈のちょっとした困りごと
に気づくことがあります。たとえば、いつも参加する趣味の活動の中で、参加者の様⼦
に違ったところがないかさりげなく⾒守る、まちなかで登下校時の⼦どもを⾒守るとい
うことも気づきにつながります。⼀⼈ひとりが無理のない範囲で、⽇常⽣活の中で気づ
く意識を広げていけるように周知していきます。 
 
＜施策の展開＞ 

１）ＰＴＡ等による地域の子どもの見守り活動 

⼦どもの⾒守り活動として、登下校時のパトロールなど、家庭・学校・地域が⼀体
となった活動を推進します。 

 

■ 83（ハチサン）運動の実施 

小学⽣の登下校時間である午前 8 時と午後 3 時には、なるべく外の用事を⾏い
ながら⼦どもを⾒守る「83 運動」をＰＴＡと推進委員会が主体となり進めていま
す。本運動の普及のため、ポスターやパンフレット、啓発グッズの作成や広報紙
への掲載などにより周知しています。 

 

 

２）認知症サポーター養成の充実 

認知症は誰でもかかる可能性のある脳の病気ですが、高齢化の進展にともない今後
も増加が⾒込まれます。区⺠の認知症に対する正しい理解を促進し、偏⾒の解消に取
り組むとともに、地域ぐるみで認知症のある⼈やその家族を支えていきます。 

 

■ 認知症サポーター養成事業の実施  

地域の⼈たちが認知症について正しく理解し、認知症の⼈や家族が困ったとき
に手助けをしてくれると、認知症になっても安⼼して住み続けることができます。
⾦融機関、スーパーマーケットなどの企業、町会・自治会、高齢者クラブ、区⽴
学校などと連携し、幅広い職種や世代の認知症サポーター養成を進めています。 

  

方向性（２） 生活の中での気づきの促進 

【具体策】

【具体策】
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自分のできる手助けから始めてみましょう 

 

誰かを支えるということは、支えられる⼈のためだけではありません。多くの
⼈は、誰かの役に⽴てると、うれしい気持ちになります。 

⼈は、「支える⼈」と「支えられる⼈」に二分されるのではなく、誰もが「支え
手」であり、「受け手」でもあります。 

⼈に助けを求めることが苦手な⼈もいますが、まちなかで「ちょっと手伝って
ほしい」と言われれば、手助けしようと思っている⼈は多くいます。 

無理なく自分のペースで⽣活していくために、ときには「助けられ上手」にな
ることも⼤切です。 

小さな手助けなど、自分のできることから始めてみませんか︖ 
 
 

■支え合いのイメージ 

⽣活の中で、あるときは支え、また、あるときは支えられる、そうした関係により支え合いの輪
が広がります。 
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区内では、町会・自治会、高齢者クラブ、⺠⽣委員・児童委員等により、地域でのゆ
るやかな⾒守りの活動が根付いていますが、共働きなどで⽇中留守の世帯や高齢者のみ
の世帯が増え、⽇頃の近所づきあいが希薄になることもあります。 

近年、インターネットの普及や取引の複雑化により、高齢者等が消費者トラブルに巻
き込まれるケースも増えていますが、そうした背景には、何かあったときに⾝近に気軽
に相談できる⼈がいないことなどが挙げられます。 

緊急時や災害時などのいざというときだけでなく、普段から地域で安⼼して暮らして
いくために、⽇頃から地域ぐるみでの⾒守りや相談し合える関係性をつくることが⼤切
です。区では、地域住⺠の支え合いによる様々な⾒守りのネットワークのしくみの充実
を図っていきます。 

 
＜施策の展開＞ 

１）民生委員・児童委員による見守り活動 

⺠⽣委員は、厚⽣労働⼤臣から委嘱され、児童福祉法に定める「児童委員」も兼ね
て、高齢者、障害者、⼦ども、ひとり親家庭、⽣活困窮者などからの多様な相談を受
け、必要に応じて関係機関につないでいます。 

また、⼦どもや⼦育てに関して専門に対応する主任児童委員は、学校や児童相談所、
児童センターなどと連携しながら問題解決に向けて活動しています。 

 

■ 民生委員・児童委員が活動しやすい環境づくり 

区では、通常の⺠⽣委員・児童委員の活動のほかに、独自の制度として、「高齢
者相談員」を委嘱し、希望するひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯への訪
問活動を⾏っています。⼀⼈ひとりの悩みや不安に寄り添い、相談内容に応じて
関係機関へ橋渡ししています。 

また、高年者懇談会の開催や、地域の中で高齢者や児童などへの声かけ、地域
⾏事や学校⾏事への参加など、地域福祉のために様々な活動を⾏っています。 

地域において、⺠⽣委員・児童委員が活動しやすくなるように、⺠⽣委員制度
やその活動を周知していきます。 

  

方向性（３） 地域による見守り体制の充実 

【具体策】
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２）高齢者等を地域で見守るネットワークづくり 

核家族化が進み、高齢者のみの世帯や⽇中独居高齢者等が増加していることから、
区は町会・自治会、高齢者クラブ、⺠⽣委員・児童委員、⺠間企業など、地域で⾒守
る重層的なネットワークの強化に取り組んでいます。 

また、認知症になっても安⼼して暮らし続けられるまちをめざし、認知症に関する
基礎知識や予防から発症まで状態に応じて活用できる支援や相談場所などを「品川“く
るみ”認知症ガイド」により周知しています。 

 

■ 高齢者等地域見守りネットワーク事業の充実 

区は、地域特性に応じた⾒守り活動を実施する町会・自治会に対して、活動の
支援を⾏っています。 

また、地域の⼀員である⺠間企業と協定を結び、その協⼒を得て、地域での⾒
守りを重層化・ネットワーク化することで、気づきの視野をさらに広げています。
今後も、地域で円滑に⾒守りを⾏っていくために、情報の取り扱い（P.37 参照）
とあわせて⾒守り⽅法のしくみを引き続き検討し、実施していきます。 
 

■ 品川くるみ高齢者見守りネットワークの充実 

高齢者等が⾏⽅不明や⾝元不明になったときの早期発⾒・⾝元判明を目的とし
て、区に事前登録した⼈に対し、登録情報と連動したアイテムを配付しています。
⾏⽅不明高齢者の家族等からの依頼に応じて、警察や在宅介護支援センター等と
連携し、地域全体で認知症を含む高齢者を⾒守るしくみを強化していきます。 

 
 

  

品川“くるみ”認知症ガイド 品川くるみ高齢者見守りアイテム 

【具体策】
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３）災害時助け合いのしくみの充実 

近年、⽇本の各地で、⼤規模の地震や台風などの自然災害が発⽣しています。災害
に備え、防災用品を備蓄したり、防災訓練等を⾏うと同時に、避難⽅法について話し
合い決めておくことが⼤切です。特に、⼦どもや高齢者、障害者、在宅難病患者、外
国⼈などは、災害時に配慮が必要になることがあります。 

災害時・緊急時に住⺠同⼠が助け合えるように、平常時からそうしたしくみや関係
を構築しています。 

 

■ 品川区要配慮者支援体制の充実 

災害発⽣時における要配慮者の支援を円滑に⾏うため、該当者に意向調査を⾏
い、平常時より登録希望者の名簿（品川区避難支援個別計画作成名簿）を関係者
に配布するとともに、「支援体制づくりの手引き」を作成するなど、要配慮者の支
援体制構築に努めています。 

また、⽇頃から地域の防災訓練に参加することが、地域や近隣の⼈を知るきっ
かけにもなります。各種防災訓練の周知を図り、災害時にも安⼼・安全なまちづ
くりを推進します。 

なお、災害発⽣時は、地域住⺠により構成される防災区⺠組織や消防団などの
協⼒を得ながら、区は「品川区地域防災計画」に基づいて対応します。 

 
 

 
  

要配慮者を避難誘導する 

訓練の様子 
避難支援個別計画 

作成の様子 

【具体策】
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４）個人情報の適切な活用と保護の周知 

地域福祉は、地域住⺠や関係者が交流し、支え合うことを目的とする活動のため、
個⼈情報を取り扱うことが必要な場面も出てきます。個⼈情報を提供することに不安
を感じる⼈もいるため、個⼈情報の提供を求める際には、取り扱いに配慮が必要です。 

区は、個⼈情報の保護と、個⼈情報活用の必要性や有用性のバランスを図りながら、
地域住⺠などへの適正な活用と保護を周知していきます。 

 

■ 地域福祉活動における個人情報の取り扱いの周知 

地域での⾒守りなど、支え合いや助け合いの地域福祉活動の際に必要となる個
⼈情報について、区では、「品川区情報公開・個⼈情報保護条例」により、情報の
適正な取り扱いのルールを定めています。 

安⼼して⽣活できる地域づくりのための地域福祉活動が広がるように、以下の
ようなルールを参考として周知していきます。 

 
① 個⼈情報の取得 

 目的を明確にし、必要な範囲内で、適法かつ公正な手段で取得する。 
 思想、信教、信条に関する情報、個⼈の特性に関する情報、社会的差別の

原因となるおそれのある情報については、原則として取得してはいけない。 
 原則として本⼈から収集する。 

 
② 個⼈情報の保管・管理 

 正確かつ最新の状態を保つ。 
 漏えい、滅失、改ざん等を防⽌するなど適正な保管や管理を⾏う。 
 必要がなくなったときは、速やかに廃棄または消去する。 

 
③ 個⼈情報の利用・提供 

 利用目的以外で利用しない。ただし、本⼈の同意のある場合などには、利
用目的以外での利用や提供をすることができる。  

 

【具体策】
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暮らしやすく安心な地域づくりのためには、周りの人とつながりを持つことが大
切です。たとえば、普段、生活している学校、職場、家庭等では知り合えないよう
な人に出会えること、顔なじみの関係ができること、居場所ができること、地域を
ベースとした共通の目的を持った活動を⾏うことなどが挙げられます。地域のイベ
ント、⾏事、お祭りなどに参加するだけでも、地域とのつながりを持つことになり
ます。 

現在、区内には、様々な地域活動の場と機会があり、多くの人が参加しています。
今後も、⼦どもから大人まで地域に暮らすすべての区⺠が、それぞれの役割を果た
しながら、交流し、困ったときには⽀え合って、皆がいきいきと暮らせるまちをつ
くることをめざしています。 
 
■誰もがいきいきと過ごせるまちのイメージ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策の柱２．地域でいきいきと暮らせるまちをつくる 

背景とねらい 
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・地域活動やボランティア活動の輪を広げる。 

・身近で気軽に参加できるイベントやサロン（つどいの場）の開催を充実させる。 

・いろいろな経験や特技を持った人・団体間の連携のしくみをつくる。 

 

 

 

 

・高齢者や⼦育て世代の人など多世代の交流を推進します。 

・地域活動やボランティア活動を周知します。 

・すべての人にとって外出しやすいまちになるよう環境を整備します。  

近所づきあいが少ない人が 
家に閉じこもりがちにならないように、

気軽に集まれるような場所が 
あるとよいと思います。 

企業でも、地域交流を 
目的としたイベントを開催して 

います。少しずつ地域の方に定着し、 
喜んでもらえてうれしいです。 

地域の課題 

計画期間中の区の目標 

区民・関係者の声 

働いていても空いた 
時間でできる地域の活動が 
あれば始めてみたいです。 

自分が参加している 
つどいの場に地域の⼦ども 
たちが来てくれるときは、 

みんなすごく楽しんで 
交流しています。 

点字ブロックの上に 
自転⾞を置かないようにしています。 

みんなのちょっとした気遣いで 
外出しやすいまちになると 

よいと思います。 

アンケートや懇談会等でいただいた 
ご意見から一部抜粋させていただきました。 
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区内には、区⺠、町会・自治会、ボランティア、ＮＰＯ法人等による様々な活動が根
付いています。特に、町会・自治会は、住⺠に身近な地域団体として、住みやすいまち
づくりのための様々な活動を積極的に⾏っています。区は、町会・自治会の活動を⽀援
するとともに、様々な形で連携しています。 

地域住⺠相互の⽀え合いの活動を推進するために、各地区で地域の課題を話し合った
り、情報交換を⾏う機会をつくるなど、今後も、区は場の提供、運営⽀援等を通じて、
地域活動の活性化を図っていきます。 

また、社会福祉法人・企業による地域貢献の取り組みや募⾦などを通じた地域活動の
⽀援も、地域福祉の推進につながります。 
 
＜施策の展開＞ 

１）地域団体等の連携支援 

各地区の町会・自治会、高齢者クラブなど各団体が地域で活動しやすくなるよう、
各団体の情報共有、連携・協⼒を⽀援するとともに、地域住⺠相互の助け合い活動の
活性化を図ります。 

 
 

■ 支え愛活動会議＊等の充実 

各地区において開催する会議により、地域住⺠代表・地域団体間で情報交換・
意⾒交換を⾏うとともに、必要に応じて他地区の情報を共有するなど、⽀え合い
の活動の充実を図っていきます。 
 

 

 

 

 

 
 

＊⽀え愛活動会議とは…地域住⺠相互の助け合い活動を推進するための会議のこと。 

  

【具体策】 

施策の方向性と展開 

方向性（１） 地域活動等の活性化 

大崎第一地区支え愛活動（事業）の様子 

（子どもから高齢者までが交流） 
八潮地区支え愛活動会議の様子 
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地域で活動されている団体の紹介 

 

〇 町会・自治会 

地域を基盤に、地縁という絆で結ばれた住⺠の自主的な共同体です。お祭りな
どの地域⾏事、住⺠の交流のための活動、防犯防災の取り組み、清掃や環境美化
活動など、様々な活動をとおして、よりよい地域コミュニティづくりに取り組ん
でいます。 

区では、町会・自治会の活動の活性化を推進するために条例を制定し、加入促
進活動への⽀援をはじめ、活動や運営に関する⽀援策を積極的に推進しています。 

 

〇 高齢者クラブ 

高齢者クラブは町会等を単位に結成した自主的なグループで、健康教室、茶話
会のお誘いなどの高齢者相互の助け合いや趣味、花づくりなど、地域で活動して
います。 

 

〇 青少年対策地区委員会 

⻘少年の健全育成、指導育成、社会環境の浄化活動を目的として設置されたボ
ランティア組織です。区内 13 地区で、家庭や学校などと協⼒し、区や関係機関と
の連携を図りながら、地区運動会やバスハイクなどのイベントの企画・運営、⼦
どもの生活環境の調査など、地域の実情に応じた様々な活動を実施しています。 

 

〇 青少年委員会 

⻘少年育成活動の促進のため、余暇指導や⻘少年団体の育成などを⾏っていま
す。また、ジュニア・リーダー教室、親⼦ネイチャープロジェクトなどを運営し
ています。 

 

※その他、区内で活動するＮＰＯ法人や、社会貢献活動を行っている団体を 

 品川区民活動情報サイト（しながわすまいるネット）で紹介しています。 

 詳しくはホームページをご覧ください。 

しながわすまいるネット 検索 
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２）募金・寄附金等の有効活用 

共同募⾦や寄附⾦などの財源が、地域の活動に助成されるしくみを進めています。
日頃、地域の活動に積極的に携わることができなくても、寄附等により活動を⽀援す
ることもできます。区は、共同募⾦、⾚⼗字募⾦、福祉団体への寄附⾦等助け合いの
活動を周知することで⽀援しています。 

また、社会福祉法人や企業による地域貢献の取り組みも適宜、区⺠に向けて情報提
供等を⾏うことで、地域活動の活性化につなげます。 

 

■ 共同募金・地域振興基金の有効活用 

共同募⾦とは、地域福祉向上のための資⾦を集める⺠間の運動です。町会・自
治会等の協⼒により地域で集めた資⾦を、区内の社会福祉法人やＮＰＯ法人、ボ
ランティア団体等に配分し、地域のために役⽴てています。 

また、地域課題や社会的課題の解決を⾏う区⺠団体の事業助成に、区の地域振
興基⾦が活⽤されています。地域振興基⾦は、区⺠等からの寄附⾦が原資となっ
ています。 

いずれも、趣旨とあわせて広報紙などで活動や活⽤事例について、周知を図っ
ていきます。 

 

  

【具体策】
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隣近所のつきあいや助け合いが少なくなっている現在、多世代で集まって交流ができ
る場は、豊かな人間関係を築くことができる貴重な機会となっています。区では、高齢
者や⼦育て世代の人、障害者など、多世代の区⺠が知り合うきっかけとして身近な地域
の憩いの場・交流の場の整備を進めています。サロン活動などを企画、運営する側も、
利⽤する側も楽しくいきいきと過ごせるよう、地域住⺠の自発的な活動を⽀援し、とも
に⽀え合う地域づくりを推進していきます。 

 

＜施策の展開＞ 

１）サロン活動の拡充  重点 

誰もが気軽に参加できる地域の憩いの場において、ふれあい、交流することにより、
閉じこもりの予防や⼦育てに関する不安の解消、情報交換の場としてもその効果が期
待されています。 

区は、対象・内容等が多様なサロン活動を促進するため、地域の集会所、シルバー
センターなど既存の施設のほか、町会会館、マンションなど集合住宅の集会室等の活
⽤による開催場所の検討や新規開設の団体を⽀援します。 

 

■ ほっと・サロンの運営支援・拡充 

ほっと・サロンとは、身近な地域で、住⺠が世代
を超えてつどい、参加者自身が運営するサロン活動
です。 

区社会福祉協議会と連携し、多様なサロン活動の
促進のために、新規開設団体の⽴ち上げ⽀援や、各
種活動団体へのサロン運営費・会場費の助成を引き
続き⾏っていきます。 

 
■ 認知症カフェ等の拡充 

認知症カフェは、認知症の人やその家族・介護者、地域住⺠、専門職など、誰
もが気軽につどうことができ、住み慣れた地域で認知症の人とその家族を⽀える
つながりの強化の役割を担っています。 

区では、今後も開設を⽀援していくとともに、さらなる認知症カフェの周知を
図っていきます。 

  

方向性（２） 多世代による支え合いの地域づくり 

【具体策】
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■ 親子サロンの実施 

児童センターでは、乳幼児親⼦が安心して自由に過ごせる居場所の提供を実施
しています。利⽤者同⼠の交流の促進や、必要に応じて⼦育て相談にも応じ、⼦
育ての孤⽴防⽌を図っています。 

 

■ 子育て交流サロンの実施 

0〜2 歳児と保護者を対象に、大崎ゆうゆうプラ
ザ、平塚橋ゆうゆうプラザ、荏原区⺠センターで⼦
育て交流サロンを実施しています。⼦育て相談、親
⼦の交流・ふれあい企画等、乳幼児親⼦が気軽に⽴
ち寄れるひろばとして交流を促進しています。 

 

お近くのゆうゆうプラザにお立ち寄りください。 
 

ゆうゆうプラザは、高齢者の健康の維持・増進や生きがいづくりを⽀援するととも
に、高齢者と多世代の区⺠との交流を促進するために身近な地域に開かれた施設で
す。介護予防事業や⼦育て⽀援事業、多世代交流イベントなど、地域住⺠が気軽に⽴
ち寄れる取り組みを進めています。 

〇 大崎ゆうゆうプラザ（大崎 2-7-13） 

高齢者が、入浴サービスや健康増進室（マッサージ機
や電位治療器）の利⽤のほか、趣味や学習のグループ活
動などにより、地域でくつろげる空間として、利⽤をさ
れています。また、ファミリーダンス教室や、近隣保育
園との合同イベントなどにより、高齢者と⼦育て世代の
親⼦などの多世代交流も広がりを⾒せています。 

〇 平塚橋ゆうゆうプラザ（西中延 1-2-8） 

特別養護⽼人ホームと区営住宅を併設しています。地
元の商店とも連携し、どなたでも参加可能な「ゆうゆう
カフェ」を開催するなど、人と人がつながり、地域の輪
が広がるよう、様々なイベントを実施しています。また、
言語聴覚⼠が、ことばや聞こえ、飲み込みなどに不安が
ある方の相談に無料で応じています。 

 
 

【具体策】
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２）地域の中で子どもを育てる拠点の整備  重点 

⼦どもや⼦育てをしている人を地域の中で⾒守る拠点の整備が進んでいます。近年、
核家族化、保護者の就労、ひとり親家庭に関わる課題の増加等により、⼦どもがひと
りでご飯を食べるいわゆる「孤食」が増えています。⼦どもを地域で⾒守り育てる場
としてスタートした⼦ども食堂が、世代を超え、地域食堂として展開・発展するよう
⽀援していきます。 

 

■ 子ども食堂の開設・運営支援 

⼦ども食堂は、ここ数年で全国に広まっています。区では、地域のコミュニテ
ィの中で⼦どもを育てていく効果的な拠点として期待できる⼦ども食堂の開設・
運営を⽀援し、運営者や企業とのネットワークを構築することにより、⺠間活動
の活性化と⼦どもの居場所づくりを図っています。 

 

■ しながわ子ども食堂ネットワークの充実 

⼦ども食堂ネットワークに登録した会員同⼠が⼦ども食堂開設のノウハウや運
営上の悩みなどを情報共有できるように⽀援しています。今後は、企業や商店、
個人から提供された食材や物品を、必要とする⼦ども食堂に配布するフードバン
ク機能の構築に取り組んでいきます。また、区社会福祉協議会品川ボランティア
センターの機能を活かして、ボランティアをしたい方と人材を求める⼦ども食堂
とのマッチングを⾏うなど、場所・人材・食材等の⽀援を企業や地域から集める
しくみづくりの充実に向けて、関係者間の連携を強化していきます。 

 

 

 

  

【具体策】
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地域活動やボランティア活動への参加、就業等は、生活の質の向上や本人の生きがい
づくりにつながります。 

一方、地域福祉やボランティアに興味や関心はあっても、仕事や家事など日常の生活
で忙しく、まとまった時間を取ることは難しいという区⺠も少なくありません。また、
これまで地域の活動などに参加していなかった⼦育てが一区切りした人や定年退職後
の人からは、地域において何をしたらよいのかわからないという意⾒も聞かれます。 

活動の担い手のすそ野を広げるため、活動に関する周知を図るとともに、一人ひとり
の興味や関心に合った活動の紹介など、きめ細かな調整や⽀援を⾏っていきます。 
 

＜施策の展開＞ 

１）ボランティア活動への参加の促進 

近年、学校や職場で⾏われている体験により、地域活動やボランティア活動に携わ
る人が増えています。また、2020 年に⾏われる東京オリンピック・パラリンピック
大会のボランティア活動に注目が集まっています。 

こうしたことをきっかけに、地域の活動に携わる人を増やしていくため、区は、区
社会福祉協議会品川ボランティアセンターと連携し、ボランティアの情報提供や講座
開催など様々な面から活動の⽀援を⾏っていきます。 

 
 

■ ボランティア情報の収集・発信 

ボランティアに参加したい人、ボランティアを募集したい人それぞれに必要な
情報を届けられるよう、情報提供の体制を整備していきます。 

 
■ ボランティア団体・企業等の活動の支援 

区社会福祉協議会は、登録ボランティア団体へ活動継続のための⽀援やボラン
ティア団体間の連携⽀援、団体活動の方向の充実を図っていくとともに、ボラン
ティア団体の⽴ち上げ⽀援を⾏っています。 

また、連絡会や情報発信の充実、社会福祉法人・ボランティア団体等との連携
⽀援により企業のＣＳＲ＊活動の強化を⽀援していきます。 

 
＊ＣＳＲとは … Corporate Social Responsibility（企業の社会的責任）の略で、企業が社会に対して 

責任を果たし、社会とともに発展していくという概念、またそのための活動のこと。 

 

 

方向性（３） 社会参加を通じた生活の質の向上 

【具体策】
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２）高齢者・障害者等の社会参加の促進 

高齢者や障害者等が、社会とつながることにより、閉じこもりや孤⽴化を防⽌する
ため、様々な社会参加活動や就業の⽀援を実施しています。誰もが「楽しい」「うれし
い」と感じながら地域の中でいきいきと暮らしていけるよう、様々な取り組みを⾏っ
ていきます。 

 

■ 高齢者多世代交流支援施設等の有効活用 

高齢者多世代交流⽀援施設（ゆうゆうプラザ）は、
シルバーセンターの改築・改修にともない、バリアフ
リー化した地域に開かれた施設です。 

区は、高齢者の健康維持や生きがいづくりを⽀援す
るとともに、高齢者と多世代の人の交流を促進してい
きます。 

 

■ 高齢者社会参加促進支援事業の実施 

これから高齢期を迎える世代の社会参加の促進を機軸としつつ、高齢者の価値
観や生活様式の多様化に対応するため、元気な高齢者向けに健康・生きがい・仲
間づくりのための各種事業を実施しています。 

 

■ 地域貢献ポイント事業の拡充 

地域でボランティア活動を⾏う高齢者を⽀援するため、指定の活動を⾏う人に
ポイントを付与しています。今後も、ボランティアの確保・養成をめざすととも
に、対象となるボランティア活動の拡充を図っていきます。 
 

■ 高年齢者の就業支援 

高齢者の就業ニーズは質的にも量的にも拡大しており、生きがいづくりとして
の就業や短時間就業などの多様化に対応するため、区ではシルバー人材センター
と概ね 55 歳以上の人の就業⽀援サービスを⾏う「サポしながわ」と連携し、総
合的な就業⽀援を実施しています。 

 

■ 障害者地域生活支援事業の実施 

精神障害者地域生活⽀援センターたいむや、
地域活動⽀援センター「逢（あえる）」において、
手芸などの創作的活動や生産活動の機会の提供
等を推進しています。 

 

【具体策】
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少⼦高齢化やインターネットの普及等による情報化など、⼦ども・若者をめぐる環境
が大きく変化し、社会生活を営む上で困難や新たな課題に対応できずに深刻な状況に直
面している⼦どもや若者がいます。区では、そのような⼦ども・若者やその家族への様々
な施策を展開し、地域全体で⾒守っていきます。 
 
＜施策の展開＞ 

１）ひきこもり等困難を有する子ども・若者への居場所づくり 

不登校や高校中退、ニート、ひきこもりなど様々な生きづらさを抱える⼦ども・若
者や、その家族に寄り添い、一人ひとりの状況に応じた伴走型⽀援の実践を推進して
います。 

 

■ 子ども若者応援フリースペースの開設 

仲間と過ごすコミュニケーションスペースを設け、専門スタッフが常駐する居
場所づくりを展開しています。また、総合相談窓口として、必要な専門⽀援機関
へ取り次ぎます。 

 

２）生活困窮者等世帯への学習等の支援 

将来を担う⼦どもたちの生活や成⻑に対して、貧困は様々な影響を及ぼします。⼦
どもの将来が、その生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また、貧
困が世代を超えて連鎖することのないよう、必要な環境整備と、教育の機会として学
習⽀援事業を⾏っています。 

 

■ 生活困窮者等世帯への学習等支援 

⼦どものいる生活困窮家庭に、カウンセリングや家庭訪問を実施し、必要に応
じ、適切な機関や事業を紹介します。また、一部の学習塾等の費⽤や受験費⽤の
貸付なども⾏っています。 

 
■ 子どもの未来応援プロジェクト 

大学や専門学校等をめざす、低所得世帯の高校生に対し、自学自習や学習指導
の場を提供したり、受験まで精神的サポートも⾏い、進学資⾦の相談にも応じる
など、様々な⽀援を⾏っています。 

 

方向性（４） 様々な生きづらさを持つ子ども・若者への支援 

【具体策】

【具体策】



第３章 第３期に推進する施策 

 

- 49 - 

 

 

すべての人にとって外出しやすいまちにするためには、施設や設備などのハード面の
整備とあわせて、ソフト面の様々なバリア（障壁）を取り除くことが重要です。 

ハード面では、道路や公園等のバリアフリー化や、鉄道事業者へのエレベーターの設
置助成等により、誰もが利⽤しやすいまちなかの整備に努めています。地域の特性に合
わせ、大井町駅や旗の台駅の駅周辺地区においてバリアフリー計画を策定し、歩道勾配
の改善や視覚障害者誘導⽤ブロックの整備などを⾏っています。今後も面的・重点的な
バリアフリー化を進めていきます。また、ソフト面では、困っているときは⽀え合おう
とする配慮や気遣いといった「心のバリアフリー」が重要です。 

今後も、ハード面とソフト面のバリアフリーをバランスよく進めていくとともに、ユ
ニバーサルデザインの考え方も普及啓発していきます。 
 
＜施策の展開＞ 

１）情報のバリアフリーの推進  重点 

外出や移動などの際に、必要な情報が多様な手段で適切に入手できると、⾏動範囲
が広がることがあります。高齢者や障害者、増加する外国人等、情報の入手が難しい
人への提供方法の工夫や充実を図っていきます。 

 

■ 支援を必要とする人への情報提供体制の充実 

「広報しながわ」を区内在住で希望する人に個別配送しています。電⼦書籍版
は、10 言語（2019（平成 31）年 3 月時点）で配信しており、パソコン、スマー
トフォン等で閲覧可能で、音声読み上げにも対応しています。また、視覚障害者
には「声の広報」を郵送やインターネット配信しています。 
 

■ まちなかの案内の充実 

公共建築物や道路等をはじめとしたまちなかのサイン（標識）を整備するとと
もに、観光パンフレットの多言語化などを推進していきます。 

 
■ バリアフリーマップの充実 

外出しやすいまちを進めるため、区有施設や公園・道路に設置されている「だ
れでもトイレ」をホームページに掲載しています。今後は、区有施設だけでなく、
⺠間施設などの掲載場所の拡大を図っていきます。 

 

方向性（５） 外出しやすいまちづくり 

【具体策】
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２）公共施設等におけるユニバーサルデザインやバリアフリーの推進 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」、「高齢者、障害者等が
利⽤しやすい建築物の整備に関する条例（東京都条例）」、「東京都福祉のまちづくり条
例」、「品川区における建築物等の福祉に関する整備要綱」などに基づき、公共施設等
におけるユニバーサルデザインやバリアフリーを推進します。 

 

■ バリアフリー計画に基づく面的バリアフリーの推進 

これまで策定してきた大井町駅や旗の台駅の駅周
辺地区バリアフリー計画などに基づく面的なバリア
フリーの推進にあたり、地域住⺠や高齢者・障害者、
⺠間事業者などの意⾒を反映しながら、各事業主体
との連携・協⼒のもと施設などの整備を計画的に進
めています。 

 
■ 歩道のバリアフリー化の推進 

歩⾏者が歩きやすい空間を確保するため、歩道勾
配の改善や段差の解消、電線類の地中化による無電
柱化などの取り組みを進めています。 

 
 

 

 

 

ノンステップバス導入の促進 
 

区内を走⾏するバス事業者と連
携し、路線の整備と合わせてノンス
テップバスの導入を促進していま
す。 

写真提供：京浜急行バス㈱ 

 

 

 

バリアフリー計画策定時の 

まち歩き点検の様子 

【具体策】
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３）道路通行や交通安全のルールとマナーの徹底 

多様な人が過ごすまちにおいては、誰もが安心して移動できるように、放置自転⾞
防⽌の啓発活動や交通安全講習会の開催等により、周りの人への気遣いを区⺠に周知
しています。 

 

■ 放置自転車防止の啓発活動 

「放置ゼロ キレイな街で おもてなし」をスローガンに、放置自転⾞クリーン
キャンペーンを⾏っています。大井町駅・武蔵⼩⼭駅・五反⽥駅・⻘物横丁駅の４
駅で、鉄道事業者や町
会等と協⼒・連携し、
駅前・商店街での自転
⾞などの放置禁⽌を働
きかけています。 

 
■ 交通安全講習会等の開催 

親⼦自転⾞安全教室や高齢者交通安全講習会、街頭での交通安全キャンペーン等
を通じ、交通マナーの啓発や警察署と連携した交通安全教育の充実を図っていま
す。 

 

４）多様な外出の支援 

身体的・精神的に一人では移動することに不安を抱える高齢者や障害者等が
安心して外出できるよう、ソフト面で⽀援しています。 

 

■ 移動支援サービスの充実 

高齢者や障害者など一人での外出に不安がある人に、日常の買い物や散歩に付
き添うなどの同⾏⽀援や、福祉タクシーなどの移動⽀援を⾏っています。 

 

■ 手話通訳者等コミュニケーション手段の充実 

区主催の講演会などにおいては、手話通訳者や要約筆記者を配置して対応する
など、外出機会の拡大を図っています。また、手話通訳者の担い手を増やすため
に、手話講習会を引き続き実施していきます。 

 

【具体策】

【具体策】
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核家族化、少子高齢化、生活スタイルの変化等により、家庭内の生活課題に自
分たちだけで解決することができず、相談できる人がいない、どこに相談したら
よいのかわからないといった理由で、困りごとを抱えたまま時間が経過してしま
うことがあります。こうした状況に対して、区では、区⺠が必要なときに相談で
きる地域に身近な窓口を設け、専門的なサービス等の公的⽀援の利⽤等につなげ
てきました。 

また、ダブルケア＊や 8050 問題＊など複合的な課題の解決を図るために、地域
福祉を担う多機関・多職種がそれぞれの強みや役割を活かしつつ、連携のための
しくみづくりに取り組んでいます。 

さらに、既存の制度では対応が難しい「制度の狭間」の問題を抱える人や家族
に対して、適切な⽀援を届けられるよう、専門職や社会福祉法人、ＮＰＯ法人な
どの様々な団体と地域住⺠の連携の強化を図るとともに、横断的な相談⽀援体制
を整備していきます。 

 
 

 

 

＊ダブルケアとは … 介護と育児に同時に直面する世帯のこと。 

＊8050 問題とは … 高齢の親と無職独身の 50 代の子どもが同居している世帯のこと。 

＊多職種の連携とは … 福祉や医療などの分野でそれぞれに⾏っていた取り組みを、複数の 

分野の専門職（多職種）が連携して取り組むこと。 

 

 

  

背景とねらい 

施策の柱３．適切な支援につながるしくみをつくる 
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・生活の困りごとを地域で共有し、専門職対応だけでなく、地域住⺠と⼀緒に取り組
めるしくみをつくる。 

・様々な相談機関があることの周知や、気軽に相談できる場を増やす。 

・医療、介護、福祉等の専門職が連携して相談⽀援にあたるしくみを充実させる。 

・様々な問題を抱える個人・家庭への包括的な⽀援を充実させる。 

 

 

 

 

 

・区⺠に身近な地域での相談の場を充実させます。 

・制度の狭間の⽀援を必要とする人や社会的に孤⽴している人など、誰もが必要なと
きに相談・⽀援につながる体制をつくります。 

・成年後⾒制度への理解促進を図ります。  

新聞がたまっているなど、 
近隣の⽅についていつもと違うと感じたら 

相談窓口に連絡してもらえると 
ありがたいです。 

地域の課題 

計画期間中の区の目標 

困ったときに 
相談できる場所が 

わかりやすくなると 
よいと思います。 

区民・関係者の声 
アンケートや懇談会等でいただいた 
ご意見から一部抜粋させていただきました。 

本人だけでなく 
家族も含めて 

ケアしてほしいです。 
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地域には、困りごとを相談できる身近な窓口が多数あり、相談内容に応じて関係機関
等と連携し、相談者にとって適切な⽀援につなげることが必要です。各相談機関では、
様々な問題に対応するため、関係機関との連携を強化して、包括的な相談⽀援を⾏う体
制を整備します。 

区は、多様化する生活課題に対応するため、様々な分野の相談機関を整備し、専門性
を高めるとともに、相談者が複合的な問題を抱える場合等は、相談機関の相談員が、世
帯全体の状況に応じて分野横断的に適切な調整や連携を⾏う「機能連携型」の相談⽀援
体制をとっています。 

今後は、さらに複合的な問題に対応できるよう、各相談内容や地域生活課題を包括的
に受け止める庁内の連携体制を進めていきます。 
 
＜施策の展開＞ 

１）妊娠・出産・育児の切れ目のない包括的な支援の充実  重点 

子どもを安心して産み育てるためには、保護者と子どもの双⽅の健康、生活、育児
などの様々な相談や⽀援が欠かせません。区は、新しい取り組みやサービスの充実を
とおして、「妊娠・出産・育児」の切れ目のない⽀援を進めています。 

 
 

■ しながわネウボラネットワークの充実 

妊娠・出産・育児の
切れ目のない⽀援の
しくみとして、保健セ
ンターと児童センタ
ーに「ネウボラ相談
員」を配置していま
す。各関係機関が連携
しながら、⺟子保健、
子育て全般の相談や
サービスの情報提供など、きめ細かな⽀援を展開しています。 

 

 

【具体策】 

施策の方向性と展開 

方向性（１） 包括的な相談支援体制の充実 

図 しながわネウボラネットワーク 
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２）高齢者等の相談支援体制の充実  重点 

区には、65 歳以上の人が 8 万人以上いますが、そのうち要介護や要⽀援の認定を
受けている人は約 1 万 5,000 人、その他の人は自⽴した生活を送っており、多くの
区⺠は、安心して住み慣れた我が家で暮らし続けたいと願っています。しかし、生活
に不安や困りごとが出てきたときに、どこに相談すればよいのか、自分や家族はどの
ような⽀援を受けられるのかがわからない場合があります。 

区では、区⺠にとって身近な相談窓口を設置し、高齢者本人とその家族の生活など
も考慮しつつ、気持ちや意思をしっかり聞き取り、⽀援していきます。 

 

■ 在宅介護支援センターの充実 

高齢者の状態の区分化と、⼀人ひとりに合わせた効果的なプログラムやメニュ
ーをケアマネジメントしています。区や関係機関と連携しながら、高齢者、その
家族からの介護の専門的な相談対応、ケアプラン作成などを⾏うとともに、医療・
介護や地域の様々な機関等との連携に取り組んでいきます。 

 

■ 支え愛・ほっとステーションの充実 

各地区に配置している⽀え愛・ほっとステーションのコーディネーターは、地
域福祉コーディネーターとして、主に要介護認定を受けていない高齢者等の相談
に対応しています。公的なサービスでは対応できず、家族などからの日常的なサ
ポートが期待できない人などに対して、引き続き地域と区と区社会福祉協議会が
⼀体となり、生活基盤の⽀援を図っていきます。 

 

図 高齢者等と家族の相談支援体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区民 
地域包括支援センター（区） 

協⼒・連携 

⽀え愛・ほっとステーション 

在宅介護支援センター 

自⽴⽀援高齢者・ 

要⽀援高齢者・ 

要介護高齢者と家族 

相談・⽀援 

発⾒ 

相談・⽀援 

【具体策】
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３）障害者の相談支援体制の充実  重点 

障害者が身近な地域で相談できるよう、相談⽀援事業所を増やすことを検討するほ
か、相談⽀援に係る事業所および職員を対象とした研修の充実を図ります。 

 

■ 相談拠点の整備 

身近な地域での相談⽀援体制を早期に構築するため、既に地域に根付いている
在宅介護⽀援センターでの障害者の相談⽀援の実施を検討していきます。 

 

■ 精神障害者の地域生活支援 

精神障害者が地域で生活していくために、退院後や閉じこもりがちの人に対し、
服薬を含めた生活⽀援を医療機関等と連携して実施しています。また、単身生活
をしている精神障害者に 24 時間、生活上の困りごとの相談対応を⾏っています。 

 

■ 療育支援体制の強化 

発達・発育に⽀援の必要な子を育てる保護者向けに、保健・保育・福祉・教育
等の情報を提供し、成⻑を⽀える「発達⽀援ガイドブック」を作成し、配布して
います。また、障害児の発達状況や生活状況、医療や福祉情報等を保護者が記録
できる「しながわっこのサポートブック」の活⽤などにより、乳幼児から学齢期
まで途切れることなく各成⻑段階に応じて必要な⽀援が受けられるよう、関係機
関と連携を図っていきます。 

 

■ 発達障害・思春期サポート事業の実施 

発達障害や、その特性を持つと思われる思春期以降の児童とその親の抱える悩
みや課題に対する相談や⽀援を⾏うことで、親の関わり⽅を⾒直すきっかけや、
子どもたち自身の自⼰認知を高め、自⽴⽀援のきっかけづくりを⾏っています。
また、発達障害に関する啓発や⽀援者の養成も⾏っています。 

 
■ 地域生活支援拠点の整備 

障害者の地域生活を⽀えるために、3 ヶ所の地域拠点相談⽀援センターに地域
拠点マネジャーを配置し、予防的⽀援に取り組んでいきます。 

 

 

 

【具体策】
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４）メンタルヘルス対策の充実 

本人、家族・近隣住⺠等からのこころの相談件数は、年々増加傾向にあり、内容も
多様化しています。仕事や人間関係のストレス、社会からの孤⽴や孤独、経済的な困
窮、病気や障害など、こころの病には様々な要因があると考えられますが、⼀⾒した
だけではわからない場合もあります。 

悩んでいる人に寄り添い、関わりをとおして孤⽴や孤独を防ぎ、必要な⽀援につな
げるなどの対応を図ることが自殺予防にもつながります。 

こころの病気は誰でもかかりうること、早期の発⾒・治療が⼤切なことなどを、区
⺠に周知するとともに、相談機能の充実、体制の強化を図ります。 

 

■ こころの健康相談 

精神疾患を含む様々な病気や不安を抱えている本人やその家族を対象に、保健
センターの保健師・心理職等が、訪問や面接、電話相談等により、関係機関と連
携しながら対応するなど、個別⽀援を実施しています。 

 

■ 精神専門医相談 

疾患を抱える本人やその家族を対象に、保健センターで、精神科専門医による
相談事業を実施しています。 

 
■ 精神保健講演会の実施 

区⺠や⽀援者向けに、こころの健康づくりや精神疾患についての理解促進のた
め、講演会を実施していきます。 

 

■ ゲートキーパー養成研修の実施 

ゲートキーパーとは、「命の門番」とも呼ばれ、自殺の危険を⽰すサインを⾒逃
さずに、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な⽀援につなげ、
⾒守るなど、適切に対応することができる人のことです。 

区では、区職員や学校関係者、地域⽀援者向けに養成研修を実施し、自殺予防
対策の基礎知識の周知を図るとともに、深刻な問題を抱える相談者への対応スキ
ルの向上をめざしています。 

 

 

 

 

 

 

こころの 

電話帳 
ＳＯＳ 

カード 

【具体策】
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核家族化や地域のつながりの希薄化等により、家庭内の様子が近隣住⺠や周りの人に
⾒えにくくなっています。子育てや介護の負担やストレス等から虐待に発展してしまう
ことや、認知症や障害等により判断能⼒の不⼗分な人が生活の中で権利が守られなくな
ることがあります。 

区では、高齢者や障害者、子育てに関する地域の各⽀援機関等の相互の連携を強化し、
虐待の未然防止、早期発⾒、適切な⽀援等が⾏われる包括的な体制づくりに努めます。 
 

＜施策の展開＞ 

１）成年後見制度の利用促進・サービスの拡充  重点 

区では、認知症高齢者等の判断能⼒が不⼗分な人に対し、適切な⽀援を⾏うため、
区社会福祉協議会品川成年後⾒センターと連携し、権利擁護のしくみを構築してきま
した。 

多くの人が、成年後⾒制度を正しく理解し、適切な利⽤につながるよう、今後も区
⺠へ制度の周知等により理解を深める機会を設けながら、利⽤を促進していきます。 

 

■ 成年後見サービスの拡充 

区は、品川成年後⾒センターと連携し、本人の意思、判断能⼒、生活状況等に
応じた必要な⽀援を⾏うため、制度の周知や相談対応を⾏うほか、品川成年後⾒
センターが⾏う各種事業を⽀援していきます。 

また、2016（平成 28）年 5 ⽉に施⾏された「成年後⾒制度の利⽤の促進に関
する法律」を受け、成年後⾒制度利⽤促進に向けた体制整備を進めていきます。 

 

■ 市民後見人養成事業の充実 

認知症高齢者の増加にともない、成年後⾒制度に対する期待が高まる⼀⽅で、
後⾒人業務を適正に遂⾏できる人的資源の不⾜が懸念され、その育成が必要とな
っています。品川成年後⾒センターでは、第三者後⾒人の受け皿として市⺠後⾒
人の養成に⼒を⼊れています。今後も、認知症高齢者や障害者等の権利擁護を地
域で⽀えるしくみとして充実を図っていきます。 

  

方向性（２） 虐待防止と権利擁護の推進 

【具体策】
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２）地域における虐待防止・早期発見のしくみの連携強化 

区では、子育て・介護の疲れや経済的困窮等を原因とする虐待の相談・通報ケース
が増えていることから、虐待防止ネットワークの強化に取り組んでいます。発生予防、
早期発⾒、早期対応のため、区⺠からの通報・相談に対応できる体制の強化や、関係
者間の適切な情報共有・連携を図っていきます。 

 

■ 区立児童相談所設置に向けた検討 

児童相談所の業務は、2019（平成 31）年 3 ⽉時点では東京都が担っています
が、2016（平成 28）年 5 ⽉の児童福祉法改正を受け、区は区⽴児童相談所の設
置をめざし、検討を進めています。 

 
■ しながわ見守りほっとラインの実施 

子どもから高齢者まで地域で包括的に⾒守るしくみとして、児童虐待や高齢者
虐待などの情報を 24 時間受け付ける専⽤電話を設置しています。通報者の秘密
を厳守するとともに、虐待等の早期発⾒と適切な対応につなげています。 

 
■ 品川区虐待防止ネットワーク推進協議会の開催 

虐待や夫婦間の暴⼒をできるだけ早期に発⾒し、適切な保護や⽀援を図るため、
子どもや高齢者、障害者の関係機関が連携し、虐待等の実態把握と課題の整理を
⼀体的に取り組みます。 

 
■ 要保護児童対策地域協議会の開催 

品川区虐待防止ネットワーク推進協議会の分科会として、地域ごとに要保護児
童の具体的⽀援のためのケース会議等を関係機関と連携し、開催しています。 

 

  

【具体策】
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住まいは生活の基盤となることから、すべての人が安心して住み続けられるまちとな
るよう、住まいに課題を抱える人の相談を適切な⽀援につなげていきます。 

また、アウトリーチ*の実施や、医療や介護の専門職の連携により、住み慣れた地域
で安心して生活できるよう、取り組んでいきます。 
＊アウトリーチとは … 地域で福祉や医療等の⽀援を必要とする状況にありながら専門的サービスにつながっていない

（中断している）人のもとに、専門家が出向くこと。 

 

＜施策の展開＞ 

１）高齢者、障害者等へのアウトリーチの実施 

安心して自宅での生活を継続するためには、必要な⽀援を適切に利⽤していくこと
が重要です。区では、相談につながりづらい人に対しては、アウトリーチを⾏うこと
で、早期に適切な⽀援につなげていきます。 

 

■ 認知症初期集中支援事業の実施 

認知症が疑われる人を⽀援するために、医師や医療・介護の専門職による多職
種で構成されたチームが個別の訪問⽀援を⾏い、受診を勧めたり、適切な介護保
険サービスにつなげるなど、本人や家族の⽀援を⾏っています。今後は、認知症
高齢者のケアをさらに充実させ、医療機関等と連携して、認知症高齢者とその家
族を地域で⽀える体制を構築していきます。 

 
■ 地域生活安定化支援事業の実施 

精神障害者が安定した地域生活を継続できるよう、精神保健福祉士等が関係機
関と連携して⾒守り⽀援を⾏っています。家庭訪問によるアウトリーチ⽀援を⾏
い、利⽤者の状況を積極的に把握するとともに、通院に同⾏するなど適時適切に
医療機関につなげ、病状悪化の未然防止に努めています。 

 

  

方向性（３） 安心して住むための支援の充実 

【具体策】



第３章 第３期に推進する施策 

- 61 - 

２）高齢者等の住まいの確保 

安心して住み続けるためには、⼀人ひとりのニーズに応じた住まいを確保すること
が⼤切です。しかしながら、高齢などを理由に、住宅の⽴ち退きを求められたり、保
健衛生上劣悪な住宅からの転居先が自⼒で⾒つけられないことがあります。区では、
住宅に関して困りごとを抱える人に対する⽀援を展開しています。 

 

■ 高齢者住宅生活支援サービス 

住宅について困りごとがあり、区内の⺠間賃貸住宅への転居を希望する高齢者
を対象に、住宅のあっ旋にかかる居住をサポートするサービスを提供しています。 

 
■ 居住に関する支援のしくみの検討 

高齢者、障害者、子育て世代の人、低額所得者など、住宅確保に配慮を要する
人に対する⽀援について、関係団体等と連携し、しくみを検討していきます。 

 

住み慣れた地域で安心して暮らしていくために 
 

医療や福祉の⽀援を必要とする人が住み慣れた地域で安心して療養生活を送る
ことができるよう、医師・看護師・⻭科医師・薬剤師・ケアマネジャー・介護福祉
士などの多職種が連携することで専門性を活かした様々な⽀援を切れ目なく⾏っ
ています。 

特に高齢者は、病気がきっかけで生活の様子が⼤きく変化することがあります。
医療や介護についての不安を抱え込まずにかかりつけ医やケアマネジャーなどに
相談することで、早期の⽀援につながります。なお、診療所や⻭科診療所の中には、
必要に応じて通院が難しい人の自宅や⼊所施設に出向いて、訪問（⻭科）診療を⾏
うところもあります。通院が中断することで症状が悪化しないよう、まずは、かか
りつけ医を持ち、ちょっとしたことでも相談できる関係づくりをしておきましょ
う。区内の医師会や⻭科医師会では、かかりつけ（⻭科）医を紹介しています。 

また、薬局では、薬剤師が処⽅されたお薬の相談や飲み⽅についての助⾔を⾏う
とともに、管理栄養士が⾷事や調理⽅法の相談に対応するところもあるため、身近
な場所でかかりつけ薬局を決めておくと相談しやすくなります。 

区では、多職種による連携を⼀層推進し、きめ細かい⽀援を⾏えるよう、ＩＣＴ＊

を活⽤した情報共有のしくみを整備していきます。 

＊ＩＣＴとは … Information and Communication Technology（情報通信技術）の略で、 
 通信技術を活⽤した意思伝達のこと。 

【具体策】
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障害者や生活困窮者の中には、社会との関わりに対する不安など様々な生活のしづら
さを抱えている人がいます。そのような人を対象に、本人の希望、適性、状況に合わせ
て、本人の自⽴と尊厳の確保を重視しながら、本人とその家族への包括的で継続的な⽀
援を⾏っていきます。 
 
＜施策の展開＞ 

１）障害者等の就労移行の支援強化 

社会参加と自⽴⽀援の観点から、国においては障害者の就労を推進しています。障
害の多様化にともない、障害特性に応じた働き⽅の⽀援について取り組みを強化する
ことが求められています。 

 

■ 障害者就労支援センターの充実 

障害者への就労⽀援は、本人の社会的自⽴、経済的自⽴とともに、社会参加を
促進し、自⼰実現を図る上で重要です。障害者就労⽀援センターでは、就職に向
けた⽀援や就職後の就労定着に向けた⽀援を、就労面、生活面の両側面より⾏っ
ています。 

 

  

方向性（４） 自立のための環境づくり 

【具体策】
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２）生活困窮者等の自立への相談支援 

近年、社会経済環境の変化にともない、貧困や社会的孤⽴といった生活のしづらさ
を抱える人が増加しています。 

こうした状況のもと、生活保護制度の利⽤には⾄らない生活困窮者への⽀援の実施
と、⽀援を通じた地域づくりを目的として、2015（平成 27）年 4 ⽉に生活困窮者自
⽴⽀援制度が創設されました。生活のしづらさを抱える本人だけでなく、家族への個
別的な⽀援とあわせて、そうした問題を抱える人の早期発⾒などに努めていきます。 

 

■ 生活困窮者自立支援事業の実施 

区は、2015（平成 27）年 4 ⽉に「品川区暮らし・しごと応援センター」を開
設し、様々な背景や事情を抱える生活困窮者からの相談に応じ、多様な⽀援を提
供しています。 

具体的な⽀援策としては、国が必須事業と位置付ける「自⽴相談⽀援事業」と
「住居確保給付⾦」の 2 事業に加えて、よりきめ細やかな⽀援を⾏うべく「就労
準備⽀援事業」と「学習⽀援事業」、「家計改善⽀援事業」、「⼀時生活⽀援事業」
の 4 事業（任意事業）を実施し、生活困窮状態からの早期脱却をめざしています。 

 

 

 

 

 

保護司をご存じですか 
 

2016（平成 28）年 12 ⽉に施⾏された「再犯の防止等の推進に関する法律」
に基づき、犯罪や非⾏をした人たちの円滑な社会復帰を促進することが求められ
ています。 

法務⼤臣から委嘱を受けた保護司は、犯罪や非⾏をした人たちが再び過ちを犯
すことなく早期に更生できるように、保護観察官と協⼒して、地域の人々や習慣
などをよく理解しながら、⾒守ってくれています。 
 

 

 

 

 

 

【具体策】
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公的サービスは、個々のニーズに応じて専門職や⾏政などにより提供されますが、住
⺠による生活⽀援は、住⺠が無理のない範囲で関わる取り組みです。住⺠による⽀え合
いは、地域の孤⽴や孤独をなくし、偏⾒や差別のない地域共生社会を実現するために⼤
切です。既存の制度では対応が難しい「制度の狭間」の問題を抱える人に対する⽀援に
ついては、区と区社会福祉協議会が社会福祉法人、⺠間企業やＮＰＯ法人等、多様な機
関と連携しながら、必要な生活⽀援を⾏っていきます。 
 
＜施策の展開＞  

１）地域の人材による支援活動の充実 

現在⾏われている住⺠による買い物代⾏、家事⽀援などの生活⽀援サービスなどの
活動者を増やすために周知を工夫し、活動者それぞれの得意分野を活かしながら住⺠
の⽀え合いの活動を広げるとともに、新たな活動者の確保を図っていきます。 

 

■ 制度の対象とならない人への対応 

区は、地域住⺠同士による⽀え合いの取り組みを⽀援しています。高齢者、障
害者、子育て世代の人などが日常生活において、ちょっとした手助けが必要とな
った場合に、適切なサービスを提供できるよう、区社会福祉協議会等では「さわ
やかサービス」の提供や「ファミリー・サポート」のコーディネートを⾏ってい
ます。 

 

■ すけっと品川養成講座の実施 

区は、介護者の介護技術や地域での福祉的ボランティア活動に参加するために
必要となる知識を習得する場として、品川介護福祉専門学校が実施する「すけっ
と品川養成講座」の開催を⽀援しています。受講により、地域における新たな福
祉の担い手の確保に努めていきます。 

 
  

方向性（５） 生活支援等福祉サービスの充実 

【具体策】
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２）生活支援コーディネーターによる地域特性等の把握 

地域における⽀え合いの推進役である生活⽀援コーディネーターが中心となり、地
域住⺠やＮＰＯ法人等多様な人材と地域の情報を共有するとともに、生活⽀援のニー
ズとサービス提供を調整しています。区では、⽀え愛・ほっとステーションのコーデ
ィネーターが生活⽀援コーディネーターも担っています。コーディネーターは、地域
のネットワークの構築により、地域ニーズの把握と資源の⾒える化を図っていきます。 

また、地域住⺠による生活⽀援のコーディネートも推進していけるよう、気運の醸
成にも取り組んでいきます。 

 

■ 地域特性等の把握 

生活⽀援コーディネーターは、各地区における身近な⽀え合いの担い手となる
地域⽀援員（ボランティア）を増やすために、地域への説明や交流会などを開催
しています。また、地域の中にある活動団体やＮＰＯ法人、企業、商店、学校、
施設、公園、地域の人が集まる居場所など、その地域特有の情報の把握を進めて
います。生活⽀援コーディネーターは、地域⽀援員とともにそうした情報を収集
し、「お役⽴ち情報集」としてまとめ、地域住⺠等へ配布しています。 

 

 

 

 
 
  

「お役立ち情報集」 「お役立ち情報集」を作成する 

地域支援員交流会の様子 

【具体策】
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第４章 計画の推進体制と進行管理 
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本計画は、区における今後 5 年間の地域福祉に関わる活動や取り組みを地域住⺠、関
係機関・団体、区等が相互に連携して効果的に⾏うことにより、住み慣れた地域で安心
して暮らしていくことをめざすものです。 

計画を実施していく中で、ＰＤＣＡサイクル（計画、実⾏、評価、改善）を実⾏する
とともに、多様化・複雑化する地域の課題に対し、より効果的に事業を実施する必要が
あります。  
 

 （１）計画内容の周知 

地域福祉は、区⺠をはじめとする多様な主体の理解と協⼒が不可⽋であるため、
区が⾏う様々な地域福祉事業の各種情報提供や普及啓発に努めてきました。今後も、
本計画に掲げる取り組みを実践、継続していけるよう、広報紙やホームページなど
を活用した広報活動を⾏っていきます。 

 

（２）区民等との協力による地域福祉の推進 

地域福祉の推進にあたっては、地域で活動している地域関係団体やボランティア、
ＮＰＯ法人、社会福祉法人、事業者などの様々な主体と区が協⼒し合うことが不可
⽋です。各地域で⾏われている⾃主的な地域福祉活動や地域における支え合いの気
持ちを一層促進していくために、各主体間の情報共有や連携を図っていきます。 

 

（３）庁内の推進体制 

本計画の推進については、庁内の関係各課における職員一人ひとりが横断的な連
携や情報共有を図る意識を持って、地域における切れ目のない支援を推進するため
に、関連施策や事業を着実に⾏っていきます。 

 

  

１．計画の推進体制 
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本計画の施策や事業については、学識経験者や関係機関・地域関係団体の代表者、区
等によって構成される「地域福祉計画推進委員会」で毎年度、進捗状況の把握および評
価を⾏います。 

また、社会環境や制度の変更などの際には必要に応じて、本計画に記載した内容以外
にも施策や事業の充実等に努めていきます。 
 

図 ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画（Plan） 区の現状を踏まえ、地域福祉をどのように進めていくか計画を
⽴て、その⽅法や⽅策等を定めます。 

実行（Do） 計画の内容を踏まえ、地域住⺠、関係機関、社会福祉協議会、
区等で連携して事業を実施します。 

評価（Check） 1 年に 1 回、地域福祉計画推進委員会において、計画に記載さ
れている施策・事業の進捗状況や結果を把握し、評価を⾏いま
す。 

改善（Action） 評価等の結果を踏まえ、必要に応じて施策や事業の⾒直し等を
実施します。 

 

  

２．計画の進行管理 

Plan

Check Do

Action
改善

評価 実⾏

計画
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（１）計画策定の検討経過 

 
主な取り組み 庁内検討ほか 

2017 
（平成 29）

年度 

・区⺠アンケート調査 
・専門職アンケート調査 

・第 1 回庁内検討会 
 （1 月 9 日） 

2018 
（平成 30）

年度 
4 月 

 
 

 

5 月  ・第 2 回庁内検討会 
 （5 月 25 日） 

6 月 ・第 1 回策定委員会 
（6 月 8 日） 

 

7 月  ・第 3 回庁内検討会 
 （7 月 23 日） 

8 月 ・第 2 回策定委員会 
（8 月 8 日） 

 

9 月  
 

・第 4 回庁内検討会 
 （9 月 27 日） 

10 月 ・第 3 回策定委員会 
（10 月 4 日） 

 
 

11 月  
 

・第 5 回庁内検討会 
（11 月 28 日） 

12 月 ・第 4 回策定委員会 
（12 月 18 日） 

・議会への中間案報告 
（12 月 11 日） 

1 月 
・パブリックコメント 

・やさしいまちづくり 
推進協議会 
（1 月 16 日） 

2 月 （1 月 11 日〜2 月 10 日） ・第 6 回庁内検討会 
（2 月 18 日） 

・議会への区⺠意⾒報告 
（2 月 26 日） 

3 月 ・第 5 回策定委員会 
（3 月 28 日） 

 

１．計画策定の経過 

各地区 
懇談会 
後期 
(11〜 
 3 月) 

各地区 
懇談会 
前期 

(3〜6 月) 



資料編 

- 73 - 

（２）地区懇談会の開催状況 

 
 
 地区名 開催日 

前 

期 

品川第一 2018（平成30）年6月15日（支） 
品川第二 2018（平成30）年6月21日（支） 
大崎第一 2018（平成30）年6月5日（支） 
大崎第二 2018（平成30）年6月20日（支） 
大井第一 2018（平成30）年6月21日（支） 
大井第二 2018（平成30）年6月11日（支） 
大井第三 2018（平成30）年4月27日（支） 
荏原第一 2018（平成30）年6月14日（支） 
荏原第二 2018（平成30）年6月27日（支） 
荏原第三 2018（平成30）年5月11日（町）、6月28日（支） 
荏原第四 2018（平成30）年6月5日（地区懇談会） 
荏原第五 2018（平成30）年6月26日（支） 

八潮 2018（平成30）年3月29日（支） 

後 

期 

品川第一 
品川第二 
大崎第一 
大崎第二 
大井第一 
大井第二 
大井第三 
荏原第一 
荏原第二 
荏原第三 

 
荏原第四 
荏原第五 

八潮 

2019（平成31）年1月28日（支） 
2019（平成31）年1月17日（町） 
2019（平成31）年1月29日（支） 
2018（平成30）年12月5日（支） 
2019（平成31）年2月13日（支） 
2019（平成31）年2月14日（地区懇談会） 
2019（平成31）年3月1日（支） 
2019（平成31）年2月14日（支） 
2019（平成31）年2月1日（支） 
2018（平成30）年12月7日（町）、12月13日（支）、 
2019（平成31）年2月4日（支） 
2019（平成31）年2月4日（町） 
2019（平成31）年1月25日（支） 
2018（平成30）年11月21日（支） 

全 29 回 延べ 621 人参加 
  

（支）︓支え愛活動会議、（町）︓町会⻑会議 



- 74 - 

（３）各種アンケートの実施概要と結果 

誰もが住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることをめざし、本計画の策定に
あたり、区⺠および専門職（地域の福祉を担う⽅も含む）の意向を把握し、反映さ
せるための基礎資料として活⽤することを目的に実施しました。 

 
１） 区民アンケート（P.15～20 参照） 

 調査の設計および回収結果 

対象者 満 20 歳以上の区⺠ 調査数 5,000 人 
時期 2017（平成 29）年 11 月 調査⽅法 郵送 

回収数 
1,721 人 
（有効回収数 1,718 人） 

有効回収率 
34.4％ 

 調査の内容 

以下の内容で、設問数は属性、補問を含め 22 問とした。 
・個人属性（性別、年齢、居住地区など） 
・地域共生社会の実現に向けて 
・ユニバーサルデザインやバリアフリーについて 
・地域活動やボランティア活動について 
・意⾒、提案 

 

２） 専門職アンケート 

 調査の設計および回収結果 

対象者 
区内で地域の福祉を担っている⽅ 
※対象分類（高齢者、障害者、⼦ども等）と地域などの⽐率を考慮して抽出 

調査数 124 人 時期 2018（平成 30）年 2〜3 月 
調査⽅法 郵送および電⼦メール 
回収数 64 人 有効回収率 51.6％ 

 調査の内容 

以下の内容で、設問数は 4 問とした。 
・既存のサービスで対応が難しいと感じた事例や地域で気になる問題 
・上記の事例や問題に対する解決に向けた提案 
・今後、特に連携していきたいと思う他の団体や組織 
・意⾒、感想 
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（敬称略） 

２．品川区地域福祉計画策定委員会 委員名簿 

分　類 役　　　職 氏　名

学識経験者 日本社会事業大学社会福祉学部准教授
＜委員⻑＞
菱沼 幹男

品川区社会福祉協議会会⻑ 池田 彰孝
品川区⺠生委員協議会会⻑ 松尾 光惠
品川区⺠生委員協議会主任児童委員部会会⻑ 安藤 正道
品川区障害者七団体協議会会⻑ 島崎 妙⼦
品川区医師会理事 平塚 祐介
荏原医師会理事 笹川 綾⼦
品川⻭科医師会会⻑ 服部 秀彦
荏原⻭科医師会会⻑ 菅野 正博
品川薬剤師会会⻑ 加藤 肇
荏原薬剤師会会⻑ 小池 義彦
社会福祉法人福栄会理事⻑ 野村 寛
ＮＰＯ法人アーテム理事⻑ 志⼦田 悦郎
ＮＰＯ法人品川ケア協議会理事⻑ 渡邉 義弘
ＮＰＯ法人ふれあいの家－おばちゃんち代表理事 幾島 博⼦
ＮＰＯ法人グループEVAH理事⻑ 平野 淳⼦
品川区社会福祉協議会ボランティア運営委員会委員⻑ 大迫 正晴
品川区区政協⼒委員会協議会会⻑ 丹治 勝重
品川区高齢者クラブ連合会会⻑ 山口 武重
品川区⻘少年対策地区委員会連合会会⻑ 市川 信之助
品川区⻘少年委員会会⻑ 平林 繁雄
品川区商店街連合会会⻑ 島 敏生
品川区⽴学校⻑会代表 齋藤 早苗
品川区⽴中学校ＰＴＡ連合会役員 佐原 砂江⼦
品川区⽴小学校ＰＴＡ連合会副会⻑ 松澤 和昌
東日本旅客鉄道株式会社東京支社総務部企画室副課⻑ 村上 基宏
東京急⾏電鉄株式会社鉄道事業本部事業推進部沿線企画課⻑ 平江 良成
京浜急⾏電鉄株式会社鉄道本部鉄道統括部事業統括課⻑ 大田 仁史
東京都交通局自動⾞部事業改善担当課⻑ 野澤 正幸
東急バス株式会社資産活⽤部施設管理課担当課⻑ 髙橋 裕文
京浜急⾏バス株式会社運輸部整備課⻑ 山下 和彦
警視庁品川警察署生活安全課⻑ 伊藤 貴⾏
東京消防庁品川消防署地域防災担当課⻑ 芳賀 隆
株式会社日⽴ソリューションズ人事総務統括本部総務部⻑ 中村 勝彦
株式会社文化堂人事総務部係⻑ 伊藤 修義

鈴⽊ 伸⼦
宗村 安⼦
山崎 恒⼦

区内企業
代表

区⺠代表 公募区⺠

福祉・医療
関係団体
代表者

地域関係
団体代表者

まちづくり
関係団体
代表者

関係機関
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３．品川区地域福祉計画策定庁内検討会 委員名簿 

所  属 役   職 氏 名

福祉部 福祉部⻑
＜座⻑＞
永尾 文⼦

福祉計画課⻑ 大串 史和
高齢者福祉課⻑ 寺嶋 清
高齢者地域支援課⻑ 宮尾 裕介
障害者福祉課⻑ 松山 ⾹⾥
障害者施策推進担当課⻑ 飛田 則文
生活福祉課⻑ 矢⽊ すみを

企画部 企画調整課⻑ 柏原 敦
計画担当課⻑ 大野 理

地域振興部 地域振興部⻑ 堀越 明
地域活動課⻑ 伊﨑 みゆき
協働・国際担当課⻑ 遠藤 孝一
生活安全担当課⻑ 菅 雅由樹

⼦ども未来部 ⼦ども未来部⻑ 福島 進
⼦ども育成課⻑ 髙山 崇
⼦ども家庭支援課⻑ 廣田 富美恵

健康推進部 健康推進部⻑（品川区保健所⻑兼務） 福内 恵⼦
健康課⻑ 川島 淳成

品川区保健所 保健予防課⻑ 鷹箸 右⼦
品川保健センター所⻑ 仁平 悟
大井保健センター所⻑ 間部 雅之
荏原保健センター所⻑ 榎本 芳美

都市環境部 都市環境部⻑ 中村 敏明
都市計画課⻑ 鈴⽊ 和彦

防災まちづくり部 防災まちづくり部⻑ 藤田 修一
⼟⽊管理課⻑ 今井 裕美
防災課⻑ 古巻 祐介

教育委員会事務局 教育総合支援センター⻑ 大関 浩仁
品川区社会福祉協議会 事務局次⻑ 竹田 昌弘
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年 関連する法令の制定等＊ 区の計画 

1994(平成 6)年 
 
 
1997(平成 9)年 
 
 
 
2000(平成12)年 
 
 
 
 
2001(平成13)年 
 
 
2003(平成15)年 
 
 
2004(平成16)年 
 
2005(平成17)年 
 
 
2006(平成18)年 
 
 
 
 
2007(平成19)年 
 
 
2008(平成20)年 
 
 
2011(平成23)年 
 
 
2012(平成24)年 
 
 
 
2013(平成25)年 
 
 
 
2015(平成27)年 
 
 
2016(平成28)年 
 
2017(平成29)年 
 
 
2018(平成30)年 
 
2019(平成31)年 
 

 高齢者、⾝体障害者等が円滑に利⽤できる特定建築物の建築の促
進に関する法律（通称「ハートビル法」） 
 

 介護保険法 
 
 
 
 社会福祉法施⾏（社会福祉事業法の改正） 
 児童虐待の防⽌等に関する法律 
 高齢者、⾝体障害者等の公共交通機関を利⽤した移動の円滑化の

促進に関する法律（通称「交通バリアフリー法」） 
 

 高齢者の居住の安定確保に関する法律 
 配偶者からの暴⼒の防⽌及び被害者の保護等に関する法律 
 
 高齢者、⾝体障害者等が円滑に利⽤できる特定建築物の建築の促

進に関する法律の改正法施⾏ 
 

 発達障害者支援法 
 

 障害者自⽴支援法（現・障害者総合支援法） 
 高齢者虐待の防⽌、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 

 
 障害者の権利に関する条約（日本は 2007 年に署名、2013 年批

准） 
 「ハートビル法」と「交通バリアフリー法」を統合し、高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（通称「バリアフ
リー新法」） 

 
 
 
 
 
 
 障害者虐待の防⽌、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 
 高齢者の居住の安定確保に関する法律の改正 
 
 ⼦ども・⼦育て支援法 
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（障害者総合支援法） 
 

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 
 ⼦どもの貧困対策の推進に関する法律 
 生活困窮者自⽴支援法 
 
 
 
 
 成年後⾒制度利⽤促進基本計画 

 
 社会福祉法改正 
 
 
 改正社会福祉法施⾏ 
 

 
 
 
 品川区高齢者や障害者

にやさしいまちづくり
推進計画策定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 第 1 期品川区地域福祉

計画策定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 都南病院跡地周辺地区

やさしいまちづくりプ
ラン策定 

 品川区すべての人にや
さしいまちづくり推進
計画策定 

 第 2 期品川区地域福祉
計画策定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 品川区大井町駅周辺地

区バリアフリー計画策
定 
 
 

 品川区旗の台駅周辺地
区バリアフリー計画策
定 

 
 
 第 3 期品川区地域福祉

計画策定 

＊法令は制定年を原則表記（施⾏の場合は施⾏と表記） 

４．地域福祉およびやさしいまちづくりに関連する法令等 
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